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地震時の情報収集や提供に関する課題

《国・地方公共団体などが連携した被災者や物資輸送者への交通関係情報の提供》

○大震災直後は、各管理者から別々に通行止め情報等が提供されたため、被災地までの輸送ルー

トの選定が困難な状況 ※国が集約して提供を始めたのは10日以上過ぎた3/23から

【東日本大震災（H23.3.11）】

《道路通行可否情報の収集》

○発災後、道路の通行可否情報の提供を関係者（政府機関、物資輸送機関等）から強く求められた
が、今回、実走による情報収集のみで「通れるマップ」を作成したため、作成に労力と時間を要した。

○現地の道路状況を把握する装置（カメラ等）が、光ケーブルの切断やヘリの夜間飛行不可等によ
り利用することができず、情報収集に影響が出た。

【熊本地震（H28.4.16）】

《関係者間の連携による渋滞対策》

○被災後に物資輸送のための渋滞対策を行う現地体制の構築に遅れ
○渋滞状況を踏まえた、動的な迂回誘導を行うための情報収集・提供装置などの準備が不十分

被災地の応急活動に応じた、情報収集・共有・提供のあり方を考えることが必要。
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被災地での応急活動

被災地での応急活動

想
定
さ
れ
る
状
況

フェーズ１
（人命救助）

発災後～７２時間程度

・傷病者が多数発生し、早期

の救出救助活動が開始さ

れ、救助された多数の傷病

者を医療機関に搬送

・ライフラインや交通機関が

途絶し、被災地外からの人

的・物的支援の受入れが少

ない状況

・備蓄物資で対応

フェーズ２
（緊急物資輸送）

７２時間～１週間程度

－

・ライフライン等が復旧し始

め、人的・物的支援の受入

体制の確立

・緊急物資のプッシュ型支援

の開始

フェーズ３
（一般車両通行）

１週間以降

－

・地域医療やライフライン機

能、交通機関等が徐々に

復旧している状況

・プル型支援にて対応

出典：内閣府資料、東京都資料（災害時医療救護活動ガイドライン）
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初動段階における情報収集・共有

○緊急車両の通行可能なルートの情報収集
・熊本地震では、道路管理者のパトロールカーのみ

で情報収集を実施しており、時間と労力を要した。

⇒現在、発災時には被災情報を収集する仕組みと

なっており、通行可能な道路に関する情報は収集し

ていない。

・光ケーブルの切断やヘリの夜間飛行不可で情報収

集に影響が出た。

⇒パトロール以外に被災情報を収集する手段が十分

ではない。

⇒他機関からの情報提供を受けるルールがない。

＜課題＞

想定される
被災箇所

迂回ルート

フェーズ１

＜今後の方向性＞

事前準備（マップの用意）

パトロール、ITを活用した情報収集

マップ、リストとしてとりまとめ

共有（非公開）

警察、消防からの情報

<①事前準備>

<②情報収集>

<③共有>

3-2-3

熊本地震で作成した通れるマップ（関係者共有版）

4月16日(土)17時（発災から約16時間後）



初期段階における情報収集・共有

①平時から事前に関係機関（道路管理者、警察、消防等）において、「緊急車両の通行可能なルー
ト」を作成し、災害時に想定される被災箇所について迂回ルートを設定。

②発災時には、各道路管理者において、自発的に点検を開始し、通行可能なルートを確認。（被災
箇所については、迂回ルートも確認。）

③カメラ、バイク、ヘリなどを合わせて情報収集の仕組みを構築。※民間情報の活用

④目標時間を設定し（例えば発災３～６時間）、緊急車両の通行可能なルートの情報をまとめ、マップや
リストを関係者間のみで共有。※非公表の扱い

＜①事前準備:関係機関で構成される協議会にて準備＞

フェーズ１

＜②情報収集（発災時の点検）＞

＜②情報収集能力の強化（ITや民間の活用）＞

＜③情報の共有＞

道路
管理者

政府
機関

警察

消防

自衛隊

○広域監視カメラ

○バイク隊 ○ドローン

【現状の点検内容】

・迂回ルートも含め通行
可能なルートを確認

【新たな点検内容】

・被災箇所の確認
○パトカー

○カメラ

○郵便配達員

○バイク団体

○民間が提供
する情報

○宅配便

○民間活用緊急車両が通行可能なルート

通行可能な道路

避難場所

迂回路

役場

役場

役場

役場消防署 ※協定等による情報
収集方法を検討
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【参考】事前に緊急車両の通行可能なルートや迂回ルート等を設定

○地震発生後、優先的に点検が実施できるよう平時から被害の大きい地域へ移動するために必要

なルートと、あらかじめ被災状況を想定した迂回ルートについて、関係機関で合意のうえ、マップ

を準備

○迂回ルートが設定できない区間については耐震対策、防災対策やカメラの整備を重点的に実施

迂回ルート

被害想定箇所

集結拠点

通行可能な道路

通行不能な道路

通行可否不明な道路

災害拠点病院避難場所

迂回路

耐震対策、防災対策やカメラの
整備を重点的に実施

地震被害の
大きい地域

参集拠点

被害想定箇所
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【迂回ルートが設定できない区間】



雫石町盛岡市役所

役場

役場 役場

市役所

〇
〇

×

×
〇

〇

×
××
×

×
〇

〇

×役場

役場

役場

市役所

役場

市役所

役場

×

市役所

市役所

役場

〇

【関係者共有版】

×

落石

法面崩壊

段差

落盤

斜面崩落の恐れ

路面流出

落石

落石

斜面崩落の恐れ

段差

段差 落石
落石

落盤

片側交互通行

法面崩壊

片側交互通行 片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

×段差
片側交互通行

市役所

〇

〇

フェーズ１

通行可能な道路

通行不能な道路

通行可否不明な道路

災害拠点病院避難場所

迂回路

消防署

消防署

消防署

消防署

【参考】 通れるマップの発災時に作成するイメージ

発災時に作成する通れるマップ
平成●●年●月●日（●）●●時現在
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災害時の安全で円滑な交通の確保方策

○緊急物資輸送(水・食料・衣服等)関係者に通れるマップを共有（緊急物資輸送が始まるまで
に作成することを目標）

○緊急車両が通行できる通れるマップには、通行規制情報や協議会で決定した渋滞対策やETC2.0
等を活用した情報を付加したものを作成

※通行制限の内容が分かる情報の提供が必要ではないか
※フェーズ２(緊急物資輸送)からフェーズ３(一般車両)への移行期の情報提供のタイミング

フェーズ２

フェーズ３

【熊本地震における物資支援の状況】

熊本県の避難者数と食料供給量（1日あたり）の推移
フェーズ２（緊急物資輸送）

道路管理 ・道路上の安全を確保
（誘導施設配置）
（安全施設配置）

渋滞対策 ・協議会による渋滞対策の決定、実施

・誘導用簡易案内板
・誘導員の確保
（事前に協定により確保）

公表方法 ・役所やサービスエリア・道の駅等で
マップを配布

＜留意事項＞

フェーズ３（一般車両通行）

通れるマップを公表

通行規制情報（片側通行や重量制限、渋滞対策
等）を加えて関係者で共有

公表方法 ・国土交通省や道路交通情報センターのHP、

スマートフォンアプリ等による公表

○ETC2.0等の活用の検討
ETC2.0や民間の通行実績データを連携させることにより、重
ね合わせて表示するなど緊急物資を輸送する車両の通行可

能なルートの把握の迅速化及び提供

出典：内閣府「物資支援の計画概要について」より作成

前震：H28.4.14  21:26
本震：H28.4.16 01:25

食料供給量(食)

60万

40万

20万

0
17 20 23 26 29

食料供給量ピーク
4/20 ５日目

4/14 16

本震
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雫石町盛岡市役所

役場

役場 役場

市役所

〇
〇

×

×
〇

〇

×
××
×

×
〇

〇

×役場

役場

役場

市役所

役場

市役所

役場

×

市役所

市役所

役場

〇

×

落石

法面崩壊

段差

落盤

斜面崩落の恐れ

路面流出

落石

落石

斜面崩落の恐れ

段差

段差 落石
落石

落盤

片側交互通行

法面崩壊

片側交互通行 片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

片側交互通行

×段差
片側交互通行

市役所

〇

〇

通行可能な道路

通行不能な道路

通行可否不明な道路

災害拠点病院避難場所

迂回路

消防署

消防署

消防署

消防署

【参考】 通れるマップの作成イメージ（フェーズ２・３）

通れるマップ 平成●●年●月●日（●）●●時現在 ・通行可能な道路は、国道、県
道を対象に表示しています（一
部市町村道も含みます）。

・降雨等により道路が被災して
通行不能な箇所は「×」、規制
している箇所は「○」で表示し
ています。

・なお、降雨等により事前通行
止めをしている場合があります
ので注意してください。

・また、今後、降雨等により通行
不能となる可能性があります。

【フェーズ2：緊急物資輸送】
【フェーズ3：一般車両】
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事前準備事項

情報収集

情報共有

情報提供

・被災を想定した「緊
急車両の通行可能
なルート（迂回ルート
を含む）」の確認

・緊急車両の通行可
能なルートマップ

道路啓開

・道路啓開計画として
応急復旧方法の検
討、資機材の準備、
復旧部隊、資機材
の調達方法を想定

人命救助

救援物資輸送

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

発災

参集 点検

迂回
点検
迂回
点検

報
告

被災地内の救命・救助活動

緊急車両の通行

可能なルート共有

※DMAT(災害医療派遣チーム):大地震等の災害時に被災者の生命を守るため、被災地に迅速に駆けつけ、
救急医療を行うための専門的な医療チーム

通れるマップ共有

啓開準備・道路啓開

（早期啓開が必要な道路）

被災発見
迂回ルート
に切り替え

【参考】緊急車両の通行可能なルートに関するタイムライン

観光客受入

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

道路啓開・復旧

通れるマップ公表

随時情報を更新

※

・道路管理（誘導施設、安
全施設配置）

・渋滞対策（協議会、誘導
用簡易案内板、誘導員
の確保）

道路管理者・消防・警察・自衛隊など
人命救助に関係する機関

役所・SA・道の駅等で配布マップ・リスト等
で共有

国土交通省や道路
交通情報センターの
HP、スマートフォンア
プリ等による公表

緊急物資輸送関係者
（水・食料・衣服など）

一般道路利用者情報共有・提供の対象＝

緊急物資輸送

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
募集・受入

（48-72時間後） （7日後）

ＤＭＡＴ 支援
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道路啓開・資機材共有について

○道路啓開計画で通れるマップとともに、以下の事項を検討。

・ 想定される被災に応じて必要な資機材量を想定し、応急復旧方法を検討。

・ 各道路管理者や協定業者の保有資機材情報を共有し、必要に応じて融通する仕組みを構築

※道路啓開計画を地震の発生頻度の高いところから展開

【橋梁段差】

沈下量
20cm

○必要な資機材量の想定、調達方法の計画

被害想定結果から、必要資機材量を算定（近畿地整の例）

南海トラフ地震（巨大地震）
による直轄国道の被害想定

○資機材共有システムの構築

事前に想定した被害箇所における被災内容を想定
（橋梁段差、法面崩壊 等）

品目 全体計画
暗渠排水管 230本
大型土のう袋 4,000袋
敷鉄板 1,500枚

協定

高速道路会社

・ベント
・土のう袋
・敷鉄板等

・建設業者
・橋梁ﾒｰｶｰ 等

和歌山県

自治体

国

道
路
管
理
者

協
定
業
者

高速道路
会社

自治体

国

建設業者

橋梁ﾒｰｶｰ

【現状】 【イメージ】

建設業者

・ﾍﾞﾝﾄ ・土のう袋
・敷鉄板等

道
路
管
理
者

・ﾍﾞﾝﾄ ・土のう袋
・敷鉄板等

・ﾍﾞﾝﾄ 等

協定

協
定
業
者

橋梁の重大な損傷範囲
海岸擁壁の重大な損傷範囲
ガレキ堆積範囲

共有

共有

×
×
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今後の方向性

取組み項目 短期的な取組 中長期的な取組

被災時の
情報収集・
提供

被災情報や通行可能
な情報の収集・提供の
しくみの構築

道路管理
渋滞対策

道路利用者の安全確
保のため、誘導施設・
安全施設の配置

道路啓開
資機材
共有

道路啓開計画
資機材共有の仕組み

・カメラやバイク隊の設置、ヘリやド
ローンを活用した収集能力の向上

・ETC2.0や新技術を活用した収集・
提供方法の検討
・信頼できる民間情報の収集

・即時性を踏まえたデータ提供方法
の検討

・標識、立て看板等による誘導

・簡易情報板の準備
・電光表示による規制情報の提供

・消防、関係機関とも連携しつつ、

通れるマップ作成や提供にあたって
の仕組みの構築

・より実効性の高い仕組みへの改善

・必要資機材量の把握

・官民連携した資機材共有のしくみの
構築（試行）

・全国への展開

・既存の道路啓開計画の深化 ・道路啓開計画を地震の発生頻度
の高いところから展開

・より実効性の高い情報提供方法へ
の改善

・より確実な誘導方法への改善
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【参考】 通れるマップの作成事例

■熊本地震（九州地整）：一般公表版

注）通れる道路は、高速道路、国道及び県道のうち主要地方道を対象にしています（一部
一般県道も含みます）。今後の余震や降雨等により通行不能となる可能性があります。 3-2-12


